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Ⅲ．内部品質監査

◆ 監 査 効 果 を 高 め る 為 の 改 善 ポ イ ン ト

ＱＭＳ研究会報告

中国地区品質経営協会

　２００３年７月２４日

新日本製鐵㈱光製鐵所

　生産管理部　品質・技術管理グループ

清水　庸宏
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品 質 監 査 の 定 義
・ISO9000: 2000の 定 義

監 査 基 準 が 満 た さ れ て い る 程 度 を 判 定 す

る た め に 、 監 査 証 拠 を 収 集 し 、 そ れ を 客 観 的
に 評 価 す る た め の 体 系 的 で 、 独 立 し 、 文 書 化
されたプロセス。
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すなわち、平易な言葉で言うと、

品質マネジメントシステム（仕事のしくみ）が

① キチンと標準化（文書化）されているか？

② そ れ に 従 い 、 効 果 的 に 実 行 さ れ て い る か ？

③ 必 要 な 実 行 の 記 録 （ 客 観 的 な 証 拠 ） は な さ れ て

い る か ？

を、チェックリストなどに基づいて、評価する活動のこと。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

内 部 監 査 は 、 ｼ ｽ ﾃ ﾑ 、 品 質 の 改 善 提 案( ｺﾝｻﾙﾃｨﾝ
ｸ ﾞ ) の 場 で も あ り 、 監 査 側 & 被 監 査 側 の 率 直 な 質
疑応答により、成果のある内部監査とすべき。
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品質監査の種類／品質監査の形態品質監査の種類／品質監査の形態

第二者監査（調達先監査） 第二者監査（お客様の監査）

       調達先
（下請負契約者）

    製 鐵 所
   （供給者）

   お 客 様

審査登録機関
      または
独立した機関

   第一者監査
（内部品質監査）

第三者監査

信頼を
与える

商取引
関係

商取引
関係

企 業
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1 ) 規 格 要 求 事 項 の
適 合 ／ 不 適 合 に 終
始 し な い 監 査 員

2 ) 監 査 員 は 独 立 性
を 維 持 し 自 部 門 監
査は行わないこと

3)問 題 点 の あ ら 探 し
は慎むこと。

4)悪 い 点 の み な ら ず
良 い 活 動 は 正 当 な
評価をすること 。

1)指 導 、 ｱ ﾄ ﾞ ﾊ ﾞ ｲ ｽ 可 能 な 監 査 員 へ

2)あ る 程 度 被 監 査 側 の 業 務 実 態 を 把
握していること。

3 ) 部 長 / 部 門 長 を 含 む 管 理 職 層 が 望
ま し い （ 被 監 査 側 に 対 し 権 限 を 有 す
者

4)監 査 ﾘ ｰ ﾀ ﾞ ｰ 、 ﾒ ﾝ ﾊ ﾞ ｰ の 認 定 基 準 を 明
確 化

5)監 査 主 管 部 門 は 監 査 員 評 価 を 実 施

6 ) 監 査 員 と し て 監 査 技 術 、 監 査 資 質
（ 問 題 発 見 能 力 、 柔 軟 な 思 考 、 相 手
の話を良く聞く、明るい性格等）を有
すること。

7)規格、監査、ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄに関して高度
な 力 量 が 必 要 。

Ｐ

監
査

員
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1 ) “ 任 せ っ ぱ
な し ” は 不
可。

2 ) 監 査 員 の
活 性 化 （ ﾍ ﾟ ｰ
ﾊﾟｰﾄ ﾞﾗｲﾊ ﾞｰ
化 防 止 ） の
た め に 定 期
的 な 教 育 ・
訓 練 を 実 施
すること。

( → 監 査 員 認 定 記 録 )

1)社 内 監 査 員 教 育 の 充 実

・ 重 点 項 目 の 説 明 。 演 習 、 例 題 も 適 用

・ 良 い 指 摘 事 項 、 悪 い 指 摘 事 項 の 事 例 紹 介

・ 内 部 監 査 員 を 講 師 に 充 て る 。

⇒ 教えることで勉強しｽｷﾙｱｯﾌﾟを図る。

2)外 部 ｾ ﾐ ﾅ ｰ へ の 積 極 的 な 参 画

3)ISO9001要 求 事 項 の 本 質 理 解 及 び 監 査 技
術を修得すること（ 審 査 員 資 格 取 得も効果)

4)監 査 内 容 の 相 互 評 価

5) 監 査 員 の 資 質 は 、 最 終 目 標 は ｺ ﾝ ｻ ﾙ ﾀ ﾝ ﾄ が
出 来 る レ ベ ル を 目 指 す 。 ⇒ キ ー マ ン の 育 成

6)監 査 記 録 等 良 い 指 摘 や 悪 い 指 摘 な ど の 事
例 及 び 良 い シ ス テ ム 事 例 を デ ー タ ベ ー ス 化
する。

Ｐ

監
査
員
の
教
育
･
訓
練

改 善 点ポ イ ン ト
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1)“被 害 者 意 識”の 払 拭

2)固 定 さ れ た 対 応 者 で な
きこと。 他 の 人 間 は 当 事
者 意 識 な し 。 ﾏ ﾝ ﾈ ﾘ 化 防
止 。 固 定 さ れ た 人 間 が 異
動するとﾚﾍﾞﾙﾀ ﾞｳﾝの懸
念あり

3)不 適 合 の 指 摘 の み な ら
ず 是 正 処 置 に 関 し 助 言 ・
指 導 を 積 極 的 に 行 う こ と 。

1)“内 部 監 査 は 自 部 門 の 品 質 ﾏ ﾈ
ｼ ﾞ ﾒ ﾝ ﾄ ｼ ｽ ﾃ ﾑ 改 善 に 有 効 な 場 で
あること ”を認識する。

2) 被 監 査 側 部 門 長 も 参 加

3) 事 前 に Q M S 活 動 実 態 （ 文 書 ／
品 質 記 録 類 な ど ） を 把 握 し て お
くこと。

4)監 査 員 に 事 実 を 提 示(隠さない)
問 題 点 を 指 摘 し て 頂 き 、 改 善 を
進める。

5)するべきことをする段階が過ぎ
た ら 、 内 部 監 査 は 組 織 全 体 の
改 善 の た め の 場 で あ る こ と を 認
識する。

Ｐ

被
監
査
者
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1)監査計画書を作成（ﾌｫｰﾏｯﾄ化）し、下記 重 点 監
査 事 項 の 具 体 的 で 的 確 な 事 前 準 備 を 行 う 。

　① 監 査 対 象 部 門 、 業 務 の 変 更 事 項 の 調 査

　　⇒異動（新人、転属、ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ）

組 織 変 更 、 業 務 変 更 、 工 程 変 更 、 設 備 変 更

ｼ ｽ ﾃ ﾑ 変 更 、 調 達 先 の 変 更 、 材 料 の 変 更

レイアウト変更、ルール・標準変更

新 規 事 業 へ の 取 組 み 、 新 規 顧 客 へ の 対 応

新 製 品 開 発 、 製 品 の 大 幅 な 変 更 ・ 改 良

　 ② 前 回 の 監 査 報 告 書

　③重 大 な 不 良 、 ク レ ー ム の 発 生 状 況

　④ 効 率 の 悪 い 業 務 （ 時 間 が 掛 か る 、 手 続 き が
面倒である） (→ 監 査 計 画 書 )

Ｐ

監
査
計
画

改 善 点ポ イ ン ト
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書類No：ＴＭ０２－０４０

平成１５年４月１７日

チームリーダー

内部品質監査計画書

　監査対象部門 ○ ○ 技 術 部

　スケジュール 平成１５年　４月２２日 時間　１０：００～１２：００

　 リーダー ： 妹尾　幸治 　 　

監査チーム構成 メンバー ：

臨時監査員 ：

○○製品の開発・設計、生産管理、品質保証、アフターサービス

主要業務 及び関連会社の技術支援

高圧ガス保安法適用製品関係業務 有 無

前回内部監査 ①内部品質監査報告書　TM02-111,120、149

記録の確認 ②2002年度第2回内部品質監査　経営者の指摘事項　TM02-170

前回 ＬＲＱＡ，

ＢＳＫ審査記録 ナシ

の確認

業務分掌、組織、人、 ①Ｈ１５．４．１　組織変更の為３グループを○○技術部に統合

設備･現場ﾚｲｱｳﾄ等 ②今年 度 は新入 社員の 配属はな い

の変化

品質ﾏﾆｭｱﾙ、ﾏﾆｭｱﾙ直下 デザインレビュー実施要領書が改訂された

の標準の変更

a ) 品 質 改 善 計 画 書 の 確 認

管理責任者から ・Ｈ１５年度計画の妥当性（方針との整合、重点指向、実現性）

の指示/要請
・前年度の反省、ﾃﾞｰﾀに基づく計画の確認（事実に基づくｱﾌﾟﾛｰﾁ）

・Ｈ１４年度達成状況の確認、是正状況（継続的改善）

b ) 各 製 品 管 理 責 任 者 か ら の 指 示 事 項

重点チェック業務、
品質システム要素 不良に対する是正処置を見る（教育だけで済ませていないか）

１．重点チェック項目の選定（標準ﾁｪ ｯｸﾘ ｽﾄ ）：　スミ　　　Ｎo.

２．　　　　〃　　　　　　（高圧ｶﾞｽﾁｪｯｸﾘｽﾄ） ：　スミ　　　Ｎo.

３．　　　　〃　　　　　　（特機ﾁｪｯｸﾘｽﾄ） ：　スミ　　　Ｎo.

４．新規チェック項目の設定　　　　　　　 ：　スミ　　　Ｎo.

その他

様式改定　2001/8/16
  株式会社  日本製鋼所

監査チェックリスト

妹 尾
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1)規 格 要 求 事 項 の ｵ ｳ
ﾑ返しにならぬこと。

2)I S O 用 語 は 極 力 避 け 、
現 場 で 使 用 の 平 易 な
表現にすること。

3)形 式 的 な 監 査 ｽ ﾄ ｰ ﾘ ｰ
や 質 問 の 羅 列 は 避 け
ること。ﾁｪｯｸﾘｽﾄの不
備 は そ の ま ま 放 置 せ
ず 、 監 査 実 施 後 報 告
し、次回に活かすこと。

1) 絶 え ず(１ 年 に １ 度 は) 見 直 す 。 必
要に応じて修正する。

2)ﾁ ｪ ｯ ｸ 項 目 は 規 格 要 求 事 項 そ の
ま ま で な く 、 被 監 査 部 門 が 直 ち に
理解できる記述とする。 ( →ﾁｪ ｯ ｸ ﾘ ｽ ﾄ)

例／「ﾌﾟﾛｾｽとは？」と規格要求事
項 通 り に 聞 か ず 、

→ 「 品 質 保 証 体 系 図 、Q C 工 程
図は？」と質問する。

3)ﾌﾟﾛｾｽ（ PDCA 単位）のﾁｪｯｸﾘｽﾄ
を用意し定期的に見直すこと。

4)ﾁ ｪ ｯ ｸ ﾘ ｽ ﾄ は 、 監 査 ｽ ﾄ ｰ ﾘ ｰ の 組 立 、
円 滑 な 監 査 、 漏 れ や 偏 り が な く 、
客 観 的 証 拠 を 確 実 に 入 手 で き る
ものにすること。

Ｐ

ﾁ

ｪ

ｯ

ｸ
ﾘ

ｽ
ﾄ

改 善 点ポ イ ン ト
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4) 各 プ ロ セ ス で 使 用 す る 判 断 基
準 及 び 方 法 は 定 め ら れ て い ま す
か 。

3) プ ロ セ ス の 順 序 と 相 互 関 係 は
何 に 規 定 さ れ て い ま す か 。

品 質 保 証 体 系 図 、
Q C 工 程 図 な ど

2)こ れ ら の プ ロ セ ス 同 志 の 順 序
と 相 互 間 系 を 説 明 し て 下 さ い 。

1 ) 品 質 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム

を 構 成 し て い る プ ロ セ ス （ ま と
ま り の 業 務 ） に は 、 ど の よ う な
も の が あ り ま す か ？

４．１

一 般

要 求

事 項

ＮＡ不合

備
考

成 績コ メ ン トチ ェ ッ ク 項 目要 求
事 項

ISO9001:2000年改訂重点版チェックリスト
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1)自 分 の 考 え
だ け で 質 問
しないこと。

2) 誘 導 尋 問 や
主 観, 先 入 観,
えこひいきを
含 む 質 問 は
やめる。

3)ISO9001要
求 事 項 や Ｑ
ＭＳとは無関
係 な 質 問 、
個 人 攻 撃 的
な 質 問 は や
めること。

1)ﾁ ｪ ｯ ｸ 時 は 、 ① ～ ③ の 流 れ を 忘 れ ぬ こ と

品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ（仕事のしくみ）が

① 適 合 性 の 判 定：キチンと標準化（文書化され

て い る か ？ 規 格 、 ﾏ ﾆ ｭ ｱ ﾙ に 適 合 し て い る か ？

② 有 効 性 の 判 定： そ れ に 従 い 、 効 果 的 に 実 行
さ れ て い る か ？

計 画 し た こ と が 達 成 さ れ た か ？

③ 適 切 性 の 判 定： そ の 仕 事 の や り 方 は 良 い や
り 方 か ？ 品 質 計 画 が 品 質 目 標 達 成 の た め に
適 切 か ？

を、ﾁｪｯｸﾘｽﾄに基づいて、評価する。

2)前 工 程 と 後 工 程 で 相 互 監 査

3)同 品 種 管 理 部 門 と 工 場 部 門 の 相 互 監 査

4)企 業 グ ル ー プ 間 で の 相 互 監 査

Ｄ

ﾁ

ｪ

ｯ
ｸ
方
法
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1)単なる “書類ﾁｪｯｸ ”でな
きこと。

2)独立性を高めること
及 び 外 圧 を 活 用 す る こ
と。

(→ 監 査 報 告 書 )

1)現 場( 工 場 内 、 作 業 場 …… )監 査
は 必 須

2)協 力 会 社 に 対 し て も 監 査 を 実 施
する。

Ｄ

監
査
範
囲

改 善 点ポ イ ン ト

15 16

1)規 格 要 求 事 項
の 適 合 ／ 不 適 合
に終始しないこと。

2)形 式 的 な ﾌ ﾟ ﾛ ｾ ｽ
PDCA 評 価 に な
らぬよう、有効に
機 能 し な か っ た
原 因 を 被 監 査 側
に ｲ ﾝ ﾀ ﾋ ﾞ ｭ ｰ を 行
い 改 善 に 繋 げ る
こと。

3)評 価 は 、 何 に
対 し て 有 効 か 明
確にしておくこと。

1)PDCA の ｻ ｲ ｸ ﾙ を 確 認 し 、 有 効 性 改 善
の提案ができる。

例 ／ C S ( 顧 客 満 足 ) の P D C A は 下 記 の
順 番 に ﾁ ｪ ｯ ｸ
P：5.4  目標 5.4 . 1  品 質 目 標

5.4.2 品 質 計 画

D：5.5.3 内部ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

7.2 .3 顧客とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

C：8.2 監 視 及 び 測 定 8 . 2 . 1  顧 客 満 足

8 . 4  ﾃ ﾞｰﾀの分析

A：8.5  改善 8.5 . 1 継 続 的 改 善

8.5 . 2  是 正 処 置 8.5.3 予 防 処 置

2)被 監 査 側 の 創 意 工 夫 や 質 の 高 い 活
動 成 果 に つ い て は ｽ ﾄ ﾛ ﾝ ｸ ﾞ ﾎ ﾟ ｲ ﾝ ﾄ と し て
評価すること。

Ｃ

有
効
性
評
価

改 善 点ポ イ ン ト
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1)不 適 合 が 指 摘 さ れ っ
放しにならぬよう定
期的にフォロー状況
の確認を行うこと。

1) 前 回 の 内 部 監 査 に お け る 是 正 処
置 継 続 状 況 を 確 認 す る 。

2 ) 効 果 確 認 の 予 定 時 期 及 び 確 認
方 法 に つ い て 事 前 に 決 め て お き 、
確実にﾌｫﾛｰできること。

Ｃ

ﾌｫ
ﾛｰ
ｱｯ
ﾌﾟ
監
査

改 善 点ポ イ ン ト
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1)“馴合い ”の 排 除

2) 是 正 勧 告 発 議 は 遠 慮
しないこと (結 局 は 被 監
査側のためと認識）

3 ) 表 面 的 な 原 因 究 明 に
ならぬよう、なぜなぜを
５回繰り返し、真なる原
因究明に努めること。

4 ) 思 い 込 み で 指 摘 し な
い。

　必ずエビデンスが必要、
また、良く是正勧告内
容 に つ い て 被 監 査 側 と
確認しておくこと 。

(→ 是 正 処 置 勧 告 報 告 書 )

1)改 善 の 方 向 を 合 意 し た 是 正 勧
告 と す べ き（ 一 方 的 な 是 正 勧 告
は不可）

2) 監 査 員 の 実 務 経 験 や ﾉ ｳ ﾊ ｳ を
活 か し た 是 正 処 置 に 関 す る 助
言 ・ 指 導 を 行 い 、 自 浄 能 力 を 高
めること。

3)するべきことをする段階が過ぎ
た ら 、 内 部 監 査 で 発 見 さ れ た 不
具 合 や 改 善 の 種 に 対 し て 、 領 域
の 責 任 者 に 是 正 処 置 を 提 案 し
てもらい、マネジメントレビュー
に 提 案 し 、 組 織 の 仕 組 み を 改 善
させてゆく 。

Ａ
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1)  形 式 的 で 自 部 門 に 閉
じず、他部門にも垂直・
水平展開すること。

1)内 部 監 査 で 発 見 し た 良 い 事 例
の 他 部 門 へ の 水 平 展 開

2) 内 部 監 査 計 画 （ 全 体 計 画 ／ 個
別 計 画 ） 及 び 監 査 実 施 要 領 （ 重
点 監 査 項 目 や ﾁ ｰ ﾑ 編 成 な ど ） に
つ い て 反 省 会 を 開 催 し 、 次 回 に
活かすこと。

Ａ

水
平
展
開
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最後に、品質監査は、

・監査員が満足したり、

・監査員を満足させるためではなく、

現状より少しでも改善するとの姿勢で、

・被監査部門の責任者が満足し、

・経営者の意向に沿い、

ひ い て は 、 「 お 客 様 の 満 足 」 に つ な が る
ためということを述べて結びとします。


